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八百津町空き家情報登録制度

「空き家バンク」 交渉手順
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【直接型】

空き家の提供者と空き家の希望者間で直接行う方法

※町は売買または賃貸の仲介を行っていませんので、交渉及び契約の際は直接双方でお話し合いください。
なお、仲介を希望される場合は、町内の不動産業者等を紹介します。

■お問い合わせ先■
地域産業課　地域振興係　　
TEL 0574–43–2111　　FAX 0574–43–0969　　e-mail chsa@town.yaotsu.lg.jp


